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※１　２回目以降の再評価の場合、「当初」は「前回」と置き換えている。

事業採択後５年経過（補助事業） 事業採択後10(5)年経過（交付金事業）

② ③(10年経過)、④(5年経過)

再評価後５年経過（補助・交付金事業） 再評価後10年経過（下水道事業）

⑧ ⑨

その他上記以外で再評価の実施の
必要性が生じた事業

⑫(水産庁)
長崎県公共事業評価監視委員会運営要領＜別記１＞より

※３　用地進捗率の上段は「事業費ベース」、下段（ ）書きは「契約（面積）ベース」である。

⑫

その他上記以外で再評価の実施の必要性が生じた事業

区分

未着工

長期継続

事業期間５年以内の事業が大幅に工期が延びる見込み
事業採択後５年経過（交付金事業）

⑥

再評価の必要性の判断基準に該当する事業
事業採択後６～９年目（交付金事業）

⑤
事業採択後10年経過

準備・計画

その他

準備・計画段階　予算化後５年経過

⑦

社会経済情勢の急激な変化等（適宜）

※２　「再評価の理由」の項目一覧

国土交通省関係事業

実施時期
事業採択後５年未着工

①

水産庁、農林水産省
林野庁関係事業

実施時期

③

再評価後 再評価実施後、工期延長または事業費増額の変更を行う事業
変更前の工期または事業費を超過する前年度まで

⑩

⑪

再評価後５年経過

⑧


